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静岡市再犯防止推進計画

基本理念
全ての市民に寄り添い、必要な支援につなげていくことで
再犯を減らし、互いに地域社会の一員として支え合いながら、
誰もが安心して暮らすことのできる安全な社会の実現を目指す。

成果指標（第２次計画）
・静岡市の再犯者数
・立ち直りに協力したいと思う市民の割合
・「保護司」の名前も活動内容も知っている市民の割合

再犯防止相談支援事業
・付添い支援
・伴走型支援

再犯防止に関する啓発事業
・再犯防止市民向け講座

R3.3
静岡市
再犯防止推進計画
（令和３・４年度）

R5.3
第2次静岡市
再犯防止推進計画
（令和5～10年度）



付添い支援

事業概要
・満期出所や執行猶予等で保護観察がつかない人を対象とし、
行政等の支援窓口での相談・手続きに付添い、
支援を必要とする方を適切な支援制度に結びつける。
・市が委嘱する静岡市再犯防止推進員が支援を実施。

実績

※R6.9月末時点

事業にかかる費用
・再犯防止推進員への謝金

関係機関からの相談・情報提供

再犯防止推進員へ付添い支援を依頼

付添い支援の実施R6※R5R4R3

２件３件５件6件



伴走型支援

事業概要
・各区の暮らし・しごと相談支援センター（生活困窮の相談窓口）に
相談員を配置。
・２年間を目安として、ひと月に１～２回程度、同センター窓口での
面談、電話連絡、訪問等を行い、相談や助言を行う。
・様々な困りごとの相談ノウハウを活かし、必要な支援につなげる。

支援対象者
・静岡市に住む犯罪をした者等
（警察で微罪処分になった者、
検察庁で起訴猶予処分になった者なども含む）

委託先
・静岡市社会福祉協議会

事業にかかる費用
・委託費（人件費、事業費、法定福利費など）

生活困窮者
自立支援事業

伴走型支援

生活困窮状態を脱した後も、
出所等から２年を目安に支援
（支援終了は対象者の意向による）



市民向け講座

事業概要
・再犯防止や更生保護について、理解のある市民を増やし、
生きづらさを抱える人の社会復帰のサポート役を担える
支援者を養成する。
・講座修了後、支援者として関わりたいと希望する市民について、
付添い支援を行う再犯防止推進員として委嘱する。

講師依頼先
・地方検察庁 ・保護観察所 ・保護司会
・矯正施設 ・公共職業安定所 ・就労支援事業者機構
・協力雇用主会 ・更生保護法人 ・居住支援法人 など

事業にかかる費用
・講師謝金
・開催に関する費用（印刷費、消耗品費など）



再犯防止に取り組む意義

対象者は“すべて”の市民
・犯罪や非行をした人の中にも、高齢や障害、生活困窮、依存症など、
様々な生きづらさを抱える人がいる。
・犯罪や非行の有無にかかわらず、すべての市民に寄り添い、
生きづらさを抱える人を必要な支援につなげていく。

再犯防止における市役所の役割
・「誰かがやってくれる」でなく、「ともに支え合える」地域社会づくり。
・まずは再犯防止や更生保護を知り、理解してくれる市民を増やす。
・直接の支援と合わせて、市民に広めていく取り組みが役割として求められる。

再犯を減らすこと＝安心・安全な社会の実現
・犯罪をした人の約半数が再犯者。
・再犯を減らすことは、新たな被害者を生まないことにつながる。
・直接的な支援、市民への啓発活動などの再犯防止事業に取り組むことで、
誰もが安心して暮らすことのできる安全な地域社会の実現につながる。



ご清聴ありがとうございました。

シズラ あおいくん トロベー

静岡市PRキャラクター


